
○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（

平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号）

の
一
部
の
施
行
に
伴
い

及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ

、

き

事
業
者
に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て（

平
成
二
十
七
年
特
定
個
人
情

、
報
保
護
委
員
会
告
示
第
二
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る。

、

平
成
二
十
九
年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

堀
部

政
男

２．

⑴
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る。

ア
個
人
番
号
又
は
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
場
合

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
速
や
か
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
、
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
1
5
年

法
律
第
5
7
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
4
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の

対
象
事
業
者
で
あ
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
当
該
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
に
報
告
す
る
。

上
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
情
報
保
護
法
第
4
4
条
第
１
項
に
基
づ
き
個
人
情
報
保
護
法
第
4
0
条
第
１
項
に
規
定
す
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る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
権
限
（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）
が
事
業
所
管
大
臣
に
委
任
さ
れ
て
い
る
分
野
に
お

け
る
事
業
者
又
は
金
融
関
連
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
若
し
く
は
医
療
関
連
分
野
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
の
報
告
先
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
公
表

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
報
告
を
受
け
た
報
告
先
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
そ
の
旨
通
知
す
る
。

２．

⑴
イ
を
削
り

同
⑴
ウ
の
見
出
し
中「
そ
の
他
、
個
人
番
号
の
利
用
制
限
違
反
な
ど
」

を「
上
記
の
ほ
か
、
個
人
番
号
の

、

利
用
制
限
違
反
等
の
」

に
改
め

同
⑴
ウ
を
同
⑴
イ
と
す
る。

、

２．

⑵
本
文
中「

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
以
外
の
事
業
者
」

を「
従
業
員
の
数
が
1
0
0
人
以
下
の
事
業
者
（
個
人
番
号
利
用

事
務
実
施
者
を
除
く
。
）
」

に
改
め

「
要
し
な
い
」

の
右
に「

（
２
．
⑴
イ
の
場
合
を
除
く
。
）
」

を
加
え

同
⑵
②
中「

、

、

外
部
」

を「
実
質
的
に
外
部
」

に
改
め
る。

３．

の
見
出
し
及
び
３．

⑴
中「

第
2
8
条
の
４
」

を「
第
2
9
条
の
４
」

に
改
め
る。


